
資料 ２８－（４）

政策委員会の活動状況 
 

平成２０年８月２９日 

政 策 委 員 会 

 

 前回の本部会議（平成２０年３月１９日）以降の政策委員会及び政策委員会の下の

部会の活動状況は以下の通りである。（別添１：政策委員会構成員） 

 

１．政策委員会の開催について 

○平成２０年６月１１日に第３４回政策委員会を開催した。議事の概要は以下の

通りである。 

・地震調査委員会の活動状況について、阿部地震調査委員会委員長より報告が

あった。 

・新しい総合的かつ基本的な施策に関する専門委員会の活動状況について、長

谷川専門委員会主査より報告があった。 

・新しい総合的かつ基本的な施策中間報告（案）について審議を行った 

 

○平成２０年８月２５日に第３５回政策委員会を開催した。議事の概要は以下の

通りである。 

 ・地震調査委員会の活動状況について、阿部地震調査委員会委員長より報告が

あった。 

 ・調査観測計画部会の検討状況について、長谷川調査観測計画部会部会長より

報告があった。 

 ・新しい総合的かつ基本的な施策に関する専門委員会の活動状況について、長

谷川専門委員会主査より報告があり、新しい総合的かつ基本的な施策中間報

告（案）について政策委員会として了承し、本部会議に諮ることとした。 

   ・高木予算小委員会主査より、「平成２１年度の地震調査研究関係予算概算要

求について」の報告があり、取りまとめた内容について政策委員会として了

承し、本部会議に諮ることとした。 

 

２．新しい総合的かつ基本的な施策に関する専門委員会の開催について（別添２） 

○第７回専門委員会 平成２０年３月２７日 

・これまでの審議結果を反映した新総合基本施策の骨子案について審議 

○第８回専門委員会 平成２０年４月２５日 

・新総合基本施策の中間報告（案）について審議 

○第９回専門委員会 平成２０年５月２３日 

・新総合基本施策の中間報告（案）について審議 

○第１０回専門委員会 平成２０年６月４日 

・新総合基本施策の中間報告（案）について審議 

○第１１回専門委員会 平成２０年７月９日 

・第３４回政策委員会の審議について報告 

・新総合基本施策の中間報告（案）について審議・取りまとめ 
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３．調査観測計画部会の開催について 

 平成２０年６月２７日に第４６回調査観測計画部会を開催した。 
（１）今後の活断層評価に向けて推進すべき調査観測について（別添３） 

○地震調査委員会長期評価部会活断層評価手法等検討分科会より、今後の活断層

長期評価の実施にあたって必要とされる調査観測に関してとりまとめた「今後

の活断層評価に向けて推進すべき調査観測について」の報告があった。 

 

○具体的には、活断層で発生する地震の長期評価について、現行の手法を改良し、

精度・信頼度を向上させるために、①全国を網羅した沿岸海域活断層調査、②

活断層の活動区間を正確に把握するための詳細位置・形状等の調査、③震源断

層の三次元的な位置・形状に関する調査、④長期評価の精度・信頼度向上のた

めの複数地点での地質学的調査、の実施が必要であるという内容であった。 

 

（２）衛星データについて 

○衛星データについては、平成１３年８月に策定された「地震に関する基盤的調

査観測計画の見直しと重点的な調査観測体制の整備について」において、「合

成開口レーダーによる面的地殻変動観測」が、地震観測、GPS 観測、活断層調

査などの基盤的調査観測の実施状況を踏まえつつ調査観測の実施に努めるも

のとして位置付けられた。 

 

○また、平成１８年１月には、陸域観測衛星「だいち」が打ち上げられ、これに

より、昼夜・天候を問わず面的な地殻変動を取得できる環境が整えられ、最近

では四川大地震、岩手・宮城内陸地震など大規模な地震の発生時に緊急観測を

実施し、地殻変動の検出、地震活動の評価に、大きく貢献してきた。 

 

○このような衛星データに係る現状について、関係機関である独立行政法人宇宙

航空研究開発機構、国土地理院からヒアリングを行った。その結果、合成開口

レーダーは高解像度で面的な情報が得られるため、大地震後の面的地殻変動観

測において非常に有効であるとともに、干渉解析を定常的に行うことにより、

地震発生に至る小さな地殻変動を検出できるという重要性について改めて確

認された。 

 



別添１ 

地震調査研究推進本部政策委員会構成員 
 

（委員長）   
  岡 田 恒 男 日本建築防災協会理事長 
（委員長代理） 
  吉 井 博 明 東京経済大学コミュニケーション学部教授 
（委 員）   
  阿 部 勝 征  国立大学法人東京大学名誉教授 

（地震調査委員会委員長） 
天 野 玲 子 鹿島建設株式会社土木管理本部土木技術部  

部長（技術開発促進グループ長） 
石 川 嘉 延  静岡県知事 

  石 田 瑞 穂  独立行政法人海洋研究開発機構 
地球内部変動研究センター長付特任上席研究員 

  大久保 修 平  国立大学法人東京大学地震研究所長 
  河 田 惠 昭  国立大学法人京都大学防災研究所 

巨大災害研究センター長・教授 
  国 崎 信 江 危機管理アドバイザー 

重 川 希志依  富士常葉大学環境防災学部教授 
  髙 木 靱 生 国立大学法人東京工業大学統合研究院特任教授 

／日本科学技術ジャーナリスト会議理事 
  中 林 一 樹 首都大学東京大学院都市環境科学研究科教授 
  長谷川   昭  国立大学法人東北大学名誉教授 
  平 田   直 国立大学法人東京大学地震研究所教授 
  本 藏 義 守 国立大学法人東京工業大学大学院理工学研究科教授 
  矢 田 立 郎  神戸市長 
  柳 澤 協 二 内閣官房副長官補（安全保障、危機管理担当）  
  大 森 雅 夫  内閣府政策統括官（防災担当） 
  株 丹 達 也  消防庁次長 
  藤 木 完 治  文部科学省研究開発局長 
  鈴 木 正 徳  経済産業省産業技術環境局長 
  甲 村 謙 友  国土交通省河川局長 
（常時出席者）   
  平 木   哲  気象庁長官 
  小 牧 和 雄  国土地理院長 
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別添２ 

新しい総合的かつ基本的な施策に関する専門委員会検討状況 

 
平 成 ２ ０ 年 ８ 月 ２ ５ 日 

新しい総合的かつ基本的な 

施策に関する専門委員会 

 

 平成１９年８月２２日の第３２回政策委員会において設置が決定された、新しい総合

的かつ基本的な施策に関する専門委員会における活動状況は以下のとおりである。 

 

１．設置の経緯 

地震調査研究推進本部は、平成１１年４月に「地震調査研究の推進について－地震

に関する観測、測量、調査及び研究の推進についての総合的かつ基本的な施策－」（以

下「総合基本施策」という）を策定した。 

総合基本施策は、平成１１年度からの１０年程度の地震調査研究推進の基本である

とともに、地震本部の活動の指針として策定されたものであるが、策定から約１０年

が経過したことを踏まえ、これまでの成果を総括し、今後の１０年程度を見越した新

たな「総合基本施策」を策定するべく、検討を開始する必要がある。 

このため、平成１９年８月に政策委員会の下に「新しい総合的かつ基本的な施策に

関する専門委員会」を設置、１０月より審議を開始したところである。 

 

２．専門委員会構成員（別添１） 

 

３．専門委員会の主な審議状況（これまで１１回開催） 

○ 第１回（１０月 ３日） 

 ・地震本部のこれまでの活動や関係機関の役割等について報告 

 ・新しい総合基本施策の策定に向けに盛り込むべき事項について審議 

 ・各機関等に対して地震調査研究の現状について調査することを確認 

 ・今後の審議の進め方について 

 

○ 第２回（１１月 ６日） 

 ・関係行政機関からの報告及び審議（１回目） 

   これまで進められてきた地震調査研究の成果及び課題 

今後の地震調査研究の目指すべき方向性について 

   （気象庁、国土地理院、海上保安庁、消防庁） 

 ・関係行政機関からの報告を踏まえ、新しい総合的かつ基本的な施策について審議 
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○ 第３回（１１月２７日） 

 ・行政関係機関からの報告及び審議（２回目） 

   これまで進められてきた地震調査研究の成果及び課題 

今後の地震調査研究の目指すべき方向性について 

   （産業技術総合研究所、海洋研究開発機構、防災科学技術研究所） 

 ・科学技術・学術審議会測地学分科会における次期計画の審議状況について報告 

 ・関係行政機関からの報告を踏まえ、新しい総合的かつ基本的な施策について審議 

 

○ 第４回（１２月２５日） 

 ・行政関係機関等からの報告及び審議（３回目） 

   これまで進められてきた地震調査研究の成果及び課題 

今後の地震調査研究の目指すべき方向性について 

   （内閣府、東京都、地震・火山噴火予知研究協議会（東大）） 

・関係機関への地震調査研究に関するアンケートの取りまとめ結果の報告 

 （予算、観測機器整備、研究者数、論文発表数など） 

・関係行政機関からの報告を踏まえ、新総合基本施策の骨子案について審議 

 

○ 第５回（ １月２１日） 

 ・地震防災を専門とする委員より、地震調査研究の成果を活用するための方策につい

て説明及び審議 

  （天野委員、田中委員、林委員、日高委員、福和委員） 

 ・これまでの審議結果を反映した新総合基本施策の骨子案について説明 

 

○ 第６回（ ２月２６日） 

 ・日本学術会議の濱田専門家より課題別委員会「地球規模の自然災害に対する安全・

安心な社会基盤の構築」の活動と、土木工学・建築学委員会「国土・社会と自然災

害分科会」の設置、活動目標について説明及び審議 

 ・藤原委員より、日本活断層学会からの活断層を含めた地震調査研究や地震動予測地

図、ハザードマップ作成などに関する提言について説明及び審議 

 ・地震学を専門とする委員より、地震調査研究の今後の方向性についての説明及び審

議 

  （今村委員、入倉委員、島崎委員、平田委員、平原委員） 

 ・科学技術・学術審議会 測地学分科会での地震・火山噴火予知研究計画（仮称）に

関する審議経過について説明 

・これまでの審議結果を反映した新総合基本施策の骨子案について論点を整理し、審
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議 

 

○ 第７回（ ３月２７日） 

 ・第３３回政策委員会、第２７回本部会議の審議について報告 

 ・これまでの審議結果を反映した新総合基本施策の骨子案について審議 

 

○ 第８回（ ４月２５日） 

 ・これまでの審議結果を反映した新総合基本施策の中間報告（案）について審議 

 

○ 第９回（ ５月２３日） 

 ・これまでの審議結果を反映した新総合基本施策の中間報告（案）について審議 

 

○ 第１０回（ ６月 ４日） 

 ・これまでの審議結果を反映した新総合基本施策の中間報告（案）について審議 

 

○ 第１１回（ ７月 ９日） 

 ・第３４回政策委員会の審議について報告 

・これまでの審議結果を反映した新総合基本施策の中間報告（案）について審議 

 ・新総合基本施策の中間報告（案）取りまとめ 
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今後の審議スケジュール

平成２０年 ８月２９日

スケジュール 会議及び審議事項等

平成２０年 ８月２９日 第２８回本部会議

・中間報告決定

９月上旬 パブリックコメント開始

１０月上旬 パブリックコメント終了・結果とりまとめ

１１月 第１２回専門委員会

・パブリックコメントの結果報告

・政策委員会・本部会議の審議報告

・新しい総合的かつ基本的な施策（案）について審議

（１回目）

１２月 第１３回専門委員会

・新しい総合的かつ基本的な施策（案）について審議

（２回目）

平成２１年 ２月下旬 第３６回政策委員会

・パブリックコメント結果報告

・新しい総合的かつ基本的な施策（案）について審議

３月上旬 第２９回本部会議

・パブリックコメント結果報告

・新しい総合的かつ基本的な施策（案）決定

４月～ 新しい総合的かつ基本的な施策の開始

＜注意事項＞

○ 専門委員会は、原則として公開とする。また、資料及び議事録についても、会議後

速やかに公開する。

○専門委員会における審議に、測地学分科会の審議状況を適時適切に反映。

○ 地震防災対策特別措置法において、新しい総合的かつ基本的な施策の策定に際して

は、中央防災会議の意見を聴かなければならないとされていることから、内閣府政策

統括官（防災担当）付とは密接に意見交換等を実施。



別添３

今後の活断層評価に向けて推進すべき調査観測について(案) 

                 平成 20 年 6 月 17 日 
 地震調査委員会長期評価部会 
 活断層評価手法等検討分科会 
 
活断層評価手法等検討分科会では、活断層で発生する地震の長期評価について、現行の手法

を改良し、精度・信頼度を向上させるための検討を進めている。本報告は、これまでの検討結

果に基づいて、今後の長期評価の実施にあたって必要とされる調査観測に関してとりまとめた

ものである。 
地震調査委員会は、基盤的調査観測計画の対象となった全国９８の主要活断層帯について、

長期的観点から評価を行ってきた。この結果、主要な活断層について統一した観点に基づいて

将来の地震発生の可能性が評価されたとしている。しかし、長期評価に必要なデータが十分に

得られなかったため、求められた地震発生確率値の幅が広く、精度が高いとはいえない評価が

ある。また、これまでは、地震発生確率値の算出に重点がおかれていたことから、活断層の詳

細な地表位置・形状や、地下の震源断層の三次元的な位置・形状に関する評価は必ずしも十分

ではなかった。さらに、これまで調査がほとんど行われていない沿岸海域の活断層や、短い活

断層においても、被害を与える地震が発生しうることが指摘されている。 
このため、今後の活断層の長期評価において必要とされているのは、活断層や撓(とう)曲な

どの詳細な位置・形状の把握や同時に活動する範囲の推定、震源断層の三次元的な位置・形状

の推定、およびある地域内で発生しうる地震活動について網羅的に評価することである。また、

長期評価の対象に沿岸海域の活断層も含めることや、複数地点で地質学的調査を実施すること

等により長期評価の精度や信頼度を向上させることも必要である。当分科会は、本報告でとり

まとめた調査観測を実施することにより、主要活断層帯のみならず、これまで評価が十分実施

されていない沿岸海域の活断層や短い活断層で発生する地震が適切に評価され、長大な活断層

の一部分の活動で発生する地震の規模、頻度、発生確率などの評価が向上すると考えている。

また、新しい評価手法に基づく活断層の評価結果は、強い揺れや被害想定等の信頼度向上に役

立つと考えている。今後の長期評価にあたっては、評価対象となる地域における活断層などの

詳細な地表位置・形状や地質学的調査、地球物理学的調査に基づく地下構造等の情報が必要に

なる。このため、評価の実施に当たっては、長期的な地震発生時期及び地震規模の予測精度の

向上、地殻活動の現状把握の高度化を目的としてこれらの調査を実施している重点的調査観測

の成果を活用することが望ましいと考える。 
なお、発生する可能性のある地震の評価や強震動評価、被害予測などの解析は、総合的なデ

ータベースを整備した上で実施する必要があると考えている。このデータベースには、活断層

の位置・形状や地震時にずれを生ずる恐れのある範囲やずれの大きさ、活動度、活動履歴、震

源断層の三次元的な位置・形状などの高度化された活断層の基礎情報と、地質学的調査や地震

観測などの結果が含まれる。
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１．全国を網羅した沿岸海域活断層調査の実施 

 

沿岸海域には多くの活断層が存在すると推定されるが、それらの分布や活動性に関する網

羅的な調査は行われていない。今後は、沿岸海域活断層の長期評価を実施するため、既存

の調査結果を総合的に整理・解析するとともに、未調査海域においては沿岸海域活断層の

位置・形状や活動度、活動履歴などを把握するための調査を早急に実施する必要がある。

沿岸海域に分布する活断層においては、平成 17 年の福岡県西方沖の地震をはじめとして、

被害地震が次々発生していることから、その危険性について注目が集まっている。陸域の活断

層が活動した場合と同様に、強い揺れにより大きな被害をもたらすことが危惧される。沿岸海

域においては、その一部で活断層調査や地質図作成が進められており、現時点で５つの沿岸海

域の活断層が主要活断層帯として長期評価の対象とされ、このうち３つの長期評価が公表され

ている。 
沿岸海域は地学的には陸上と変わらないので、既に知られている以外にも数多くの活断層が

存在していると考えられる。また、既に評価された１０４の主要活断層帯のうち、２８につい

ては、活断層が海岸まで達しており、海域への延長の可能性が指摘されている。しかし、活断

層調査が行われた海域が限られているため、活断層の分布すら良く分かっておらず、強い揺れ

や被害の想定が大幅に立ち遅れている。 
このため、陸域に被害を与える可能性のある沿岸海域の活断層を対象とした総合的な沿岸海

域調査に国として早急に着手し、長期評価を実施する必要がある。始めの段階では、様々な機

関などで既に実施された調査の成果を整理・活用し、沿岸海域における活断層の正確な位置を

明らかにして、分布状況を把握する。そして、沿岸海域の活断層の活動度（活断層か否かの判

断を含む）や活動履歴、震源断層の三次元的な位置・形状などを評価する。次の段階では、未

調査海域における調査を精力的に推進して、分布状況の把握や活動度・活動履歴の評価などを

実施する。これらの目的を達成するため、未調査沿岸海域においては、海底音波探査やレーザ

測深等による高精度・高解像度の海底地形・地層形状調査、海上ボーリング等による海底地質

調査、海底重力探査等による地下構造調査とともに、沿岸陸域における地殻変動や隆起速度分

布に関する調査を計画的かつ着実に実施すべきと考える。 
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２．活断層の活動区間を正確に把握するための詳細位置・形状等の調査の実施 

 

今後の長期評価は、より精度の高い活断層の位置情報に基づいて行う。長大活断層につ

いては、位置・形状などに基づいて、地震を起こす最小の区間への分割を考慮した上で、

地震の規模などを評価する。短い活断層も含めて地域内の活断層を網羅的に把握し、断

層の位置関係から同時に活動する範囲（活動区間）を検討する。このため、活断層の位

置を再確認した上で、従来よりも詳細な活断層の位置・形状調査や、地質学的調査など

を体系的に実施する必要がある。 

地震調査委員会では、M7 以上の大規模な地震を起こす可能性の高い主要活断層帯を対象に、

断層で発生する地震の規模や発生確率の評価（長期評価）や地震によって生じる強い揺れの予

測（強震動評価）を行ってきた。 
現状の長期評価では、活断層の詳細な位置・形状に関する評価が十分行われているとはいえ

ない。活断層のごく近傍では、強震動のほか、断層のずれによっても被害を生じうるため、活

断層やこれに起因する地表面の変形（活構造）の詳細な位置・形状の把握は、災害時の拠点施

設の機能確保など地震防災の観点からも重要である。 
活構造の詳細な位置・形状は、長期評価に基づく地震活動の予測の向上にも必要とされてい

る。例えば、これまで長期評価の対象とされていなかった短い活断層でも被害地震が発生する

ことがある。また、長大な活断層においては、全体が同時に活動せず、いくつかの範囲が別々

に活動する場合もある。さらに、従来評価していた範囲を超えて隣接する活断層が同時に活動

し、より大規模な地震が発生する可能性が指摘されている場合もある。しかし、これまでの評

価における同時に活動する範囲（活動区間）の認定は、活動履歴に関する情報のみに基づかざ

るを得なかった。しかし、変動地形学的視点による地形判読の高度化によって把握された活構

造の詳細な位置・形状やずれの大きさの分布なども利用して、地震を起こす最小の区間（単位

区間）を区分する研究が進展している。単位区間の活動履歴や位置・形状などを考慮すること

により、将来の活動区間を推定することが可能となる。その結果、従来想定されていた地震の

規模や発生確率が変わることがあり得る。このように、活構造の詳細な位置・形状を把握した

上で、そこで発生する地震の規模や頻度の評価を向上させることに対する防災上の重要度は高

い。 
今後の長期評価にあたっては、活構造の詳細な地表位置・形状や断層に沿うずれの量の空間

分布、トレンチ調査結果等の地質学的情報などが必要になるが、現状では適切な評価の実施に

必要な情報が不足している活断層も多い。このため、情報が不足している活断層については、

変動地形学的視点による航空写真判読の高度化に加えて、判読が困難な山間部等での航空機レ

ーザ測量を実施するとともに、地形情報が不十分な場合の活断層存否の確認や、伏在部の確認、

境界部の確認等を行うための追加的な地質学的調査を実施する必要がある。また、調査により

得られた詳細な位置・形状情報やその認定根拠、活動度、活動履歴などについては、それらを

まとめた活断層図を作成する必要がある。 
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３．震源断層の三次元的な位置・形状に関する調査の実施 

 

今後の長期評価では、活断層の詳細な地表位置・形状のみならず、地下における震源断

層の三次元的な位置・形状を把握することにより地域単位で地震発生の可能性を評価す

る。このため、地下構造に関する調査結果のほか、地表における調査結果なども利用し

て、震源断層の三次元的な位置・形状に関する評価を実施する必要がある。 

地震調査委員会では、地震防災対策の強化、特に地震による被害の軽減に資するため、主要

活断層帯を対象に長期評価を実施して、震源断層面をモデル化し、強い揺れの予測（強震動評

価）を行ってきた。このような成果は、地域での地震被害想定などの防災対策や構造物の耐震

設計用地震動などに活用されている。 
現行の長期評価では、地表における活断層の長さやそれに基づく地震の規模の評価が主体で

あり、地下における震源断層の位置・形状に関する評価は必ずしも十分ではない。このため、

現状では強震動評価で必要となる震源断層の位置・面積・形状や地震時に大きなずれを生じる

場所の数や位置などに関する情報が不足している。また、近接した断層の震源断層モデルを考

えた場合、断層面の傾斜によってはモデル化された震源断層が地下で互いに交差してしまうな

どの問題も存在している。 
今後の長期評価は、活断層の分布や地形地質的特徴、地震活動などによって特徴づけられる

地域ごとに実施する。具体的には、短い活断層や活断層が地表に認められていない箇所で発生

する地震の発生確率を含め、その地域内で一定規模以上の地震が発生する確率を網羅的に評価

する。さらに、活断層相互の位置関係を考慮して調査結果を評価することにより、地下で近接

あるいは合体する断層が同時に活動する可能性を含めて地下の震源断層の三次元的な位置・形

状を推定する。この際、ある活断層が活動した場合に発生する応力の変化が周辺の活断層の活

動に影響を与えることから、今後は断層活動による地殻応力の相互作用も検討することが望ま

しい。 
このため、対象地域内の震源断層の三次元的な位置・形状を推定するための調査を行う必要

がある。具体的には、断層の地下構造に関する情報を取得するための地震波探査や地震波トモ

グラフィーなどの地球物理学的調査を実施する必要がある。また、地表面の変形から地下にお

ける震源断層の形状がある程度推定できることから、断層線の詳細な位置・形状や断層近傍に

おけるずれの大きさ、断層の運動に関連した褶曲、傾動、隆起、沈降など地表面の変形を調査

する必要がある。 
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４．長期評価の精度・信頼度向上のための複数地点での地質学的調査の実施 

 

今後の長期評価では、将来に断層で発生する地震の予測精度やその評価の信頼度を向上

させるため、各断層帯について地震を起こす最小の区間ごとに活動履歴などを明らかに

する必要がある。このため、戦略的に選定された複数地点での地表地質調査を引き続き

実施する必要がある。また、断層の活動時期の認定の精度・信頼度も更に高める必要が

ある。このため、断層活動イベントの認定根拠の信頼性を区別するとともに、年代測定

を多く実施することにより、活動時期の的確な絞り込みを行う必要がある。 

現行の長期評価において、地震発生確率の評価に最も寄与する情報はトレンチ調査やボーリ

ング調査等によって認められた過去の断層活動の履歴である。すなわち、活断層帯ごとに最新

活動時期を推定するとともに、複数回の活動履歴が得られた場合、これらから求めた平均活動

間隔を優先的に利用して将来の地震発生確率を算定している。 
従来の評価においては、例えば、一部の活断層で認定された活動履歴が活断層帯全体や並走

する活断層全ての活動履歴を表すと見なすなど、各地点で得られた活動履歴が断層全体の活動

をどこまで表しているかに関する位置づけは充分ではなかった。さらに、地質学的証拠の判断

が困難なことも多く、証拠不十分として認定されなかった断層活動イベントも数多くあった。

その結果、断層活動イベントの回数が少なく見積もられ、将来における地震発生確率が過小評

価されている可能性がある。 
今後の長期評価においては、地震を起こす最小の区間ごとにずれの様式や活動履歴を明らか

にする予定である。それに伴い、既存の調査結果だけでは必要なデータ量が圧倒的に不足して

くることから、戦略的に調査地点を選定し、複数地点におけるトレンチ調査等を引き続き実施

していく必要がある。また、平均活動間隔や地震発生確率値を絞り込むため、地質学的調査に

基づく活断層の活動時期認定の精度・信頼度を向上させることが必要である。このため、認定

根拠の信頼性を区別した上で、可能性の低い断層活動イベントについても考慮できるようにす

る必要がある。この際、遺跡等に残された液状化の痕跡の地理的分布の調査なども利用し、断

層活動イベントを把握することが望ましい。 
個々のトレンチ調査においては、評価の鍵となる地層を見極め、年代測定をできるだけ多く

実施する必要がある。また、地層の堆積状態を詳細に記述し、各調査地点での堆積速度推定や

不整合による地層欠損期間の明記による的確な活動時期の絞り込みが重要である。 
さらに、活断層の活動履歴認定の精度・信頼度の向上を継続的に図ることが求められている。

このため、歴史地震との対応が明らかな活断層では、最新活動による地層変形の認定や、最新

活動以前の断層活動イベント認定の精度・信頼度向上を目的としたトレンチ調査も実施するこ

とが望ましい。活断層と地震の関係についての理解は必ずしも十分ではなく、このような調査

により、断層活動イベントの認定にかかる問題や、過去の断層活動において同時に活動した範

囲、あるいはずれの量の空間的分布の認定などが解明されると期待できる。 
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